
第四八回

参第一八号

日本貿易振興会法及びアジア経済研究所法の一部を改正する法律（案）

（日本貿易振興会法の一部改正）

第一条　日本貿易振興会法（昭和三十三年法律弟九十五号）の一部を次のように改正する。

第二十八条第一号中「国債」の下に「その他通商産業大臣の指定する有価証券」を加

える。

第三十四条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

三　第二十八条第一号の規定による指定をしようとするとき。

（アジア経済研究所法の一部改正）

第二条　アジア経済研究所法（昭和三十五年法律第五十一号）の一部を次のように改正す

る。

第三十条中「又は信託会社」を「、信託会社」に、「金銭信託にするほか」を「金銭

信託又は国債その他通商産業大臣の指定する有価証券の保有の方法によるほか」に改め

る。

第三十八条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

三　第三十条の規定による指定をしようとするとき。

附　則

　この法律は、公布の日から施行する。



理　由

　日本貿易振興会及びアジア経済研究所の業務上の余裕金を中小企業向け資金としても運

用することができるようにするため、その運用の範囲をひろげる必要がある。これが、こ

の法律案を提出する理由である。


